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検討課題 

 
47 

 
子ども議会の実施について 

区  分  Ａ 
 
関連条例内容 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（議会運営の原則） 
第４条 議会は、市民を代表する議事機関であることを常に自覚

し、公正性、透明性及び信頼性を確保し、市民に開かれた議会
を目指し、市民に対する説明責任を十分に果たすよう努めなけ
ればならない。 

２ 議会は、市の政策決定及び市長その他の執行機関の事務の執
行に関し、監視及び評価並びに政策の立案及び提言を行う機能
が十分に発揮できる議会運営に努めなければならない。 

３ 議会は、市民の多様な意見を的確に把握し、市政に反映でき
るよう議会運営に努めなければならない。 

４ 議会は、議会の会議における市民の傍聴の意欲を高める議会
運営に努めなければならない。 

５ 議会は、本会議並びに常任委員会、議会運営委員会及び特別
委員会(以下「委員会」という。)の会議においては、積極的に
情報公開を行い、わかりやすい議論を行うよう努めなければな
らない。 

６ 議会の委員会は、それぞれの設置の目的に応じた機能が十分
に発揮できる委員会の運営に努めなければならない。 

７ 議会は、言論の府であることを十分に認識し、議員相互間の
討議を中心とした議会運営に努めなければならない。 

 

(市民の参画) 
第１０条 議会は、市民に対し積極的にその有する情報を発信し、

説明責任を十分に果たさなければならない。 
２ 議会は、本会議及び委員会の会議を、原則として広く市民に公

開するものとする。 
３ 議会は、地方自治法(昭和２２年法律第６７号。以下「法」と

いう。)第１００条の２の規定による専門的事項に係る調査並び
に法第１１５条の２(委員会においては法第１０９条第５項にお
いて  
準用する第１１５条の２)の規定による公聴会制度及び参考人制
度を十分に活用して、市民の専門的又は政策的見識等を議会の
討議に反映させるよう努めるものとする。 

４ 議会は、重要な議案に対する議員それぞれの態度を議会広報で
公表する等、議員の活動に対して市民の評価が的確になされるよ
う情報の提供に努めるものとする。 

５ 議会は、議員及び市民が自由に情報及び意見を交換することが
できる場を設置するものとする。 

 
 

検討内容 
・対象、実施手法等の検討 
・子どもの意見を聴くことや意見表明の場づくりの検討 

現状分析 議論する内容 
 

対応内容 
 

・議会ホームページにキッズページを設定している。 
・議会だよりの表紙に高校生が参画。 
・市内小学校の市役所見学で、議場で事務局から議会 

について説明している。 

・子ども議会について対象、実施手法、

開催時期等を検討する。 
 
 

・子ども議会の実施について検討するため、検討部

会内にプロジェクトチームを設置し検討すること

とする。（令和2年1月21日第61回検討部会） 
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現状分析 議論する内容 対応内容 

・ ・令和６年度及び令和７年度に中学生

議会について実施内容等を検証し、

議会が継続的に子どもの意見を聴く

ことや意見表明の場を保障する環境

づくりなど仕組みについて改めて検

討する。 

・対象については中学生に限らず、小

学生や高校生など幅広い年代の多様

な意見を聴く必要性があるため、具

体的な実施手法等について検討する。 
 

・亀山市議会改革推進会議検討部会内規を制定し、

子ども議会に関し、専門的検討をするプロジェク

トチームを設置した。（令和2年2月17日第62回検

討部会） 

・プロジェクトチームにおいて、子ども議会の実施

方法について協議。（令和2年2月18日、令和2年4

月6日、令和2年8月20日） 

・子ども議会の実施手法（対象者、実施内容、時期

、日程、進め方、今後のスケジュール等）につい

てプロジェクトチームで協議したが、新型コロナ

ウイルス感染症拡大の影響により、教育委員会や

学校との協議が難しいため、子ども議会の実施は

早くとも令和４年度以降を想定し、一旦は検討を

保留することを確認した。（令和2年10月12日第

63回検討部会） 

・子ども議会の実施の検討について、議論を進めて

いくことを確認。（令和4年10月3日第77回検討部

会、令和4年10月7日第32回推進会議） 

・子ども議会の実施に向けて、開催日程や具体的な

実施手法等について教育委員会と協議した上で、

改めて協議することとした。 

（令和5年5月26日第80回検討部会） 

・県内の子ども議会の実施状況を確認し、子ども議

会実施案について協議した。また、今後、子ども

議会の実施に向けて、詳細な内容やスケジュール

等について検討するため、プロジェクトチームを

設置し、協議を進めることとした。（令和6年1月

18日 第85回検討部会） 

・プロジェクトチームにおいて、子ども議会の実施

方法について協議。（令和6年1月19日、令和6年2

月13日） 
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現状分析 議論する内容 対応内容 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・子ども議会の実施については、令和6年度亀山市

中学生議会として開催することとし、開催目的や

参加対象者、質問テーマ、スケジュール等につい

て協議した。（令和6年2月15日 第86回検討部会

） 

・プロジェクトチームにおいて、中学生議会実施要

領及び学校説明会の資料等について協議。 

（令和6年3月22日、令和6年4月3日） 

・令和6年度亀山市中学生議会実施要領（案）につ

いて協議し、各中学校で行う学校説明会の実施日

及び説明資料について確認した。また、議員推薦

書や参加承諾書、発言通告書等の様式案について

確認した。（令和6年4月19日 第87回検討部会、

令和6年4月23日第38回議会改革推進会議） 

・各中学校への学校説明会を実施。 

 令和6年5月9日 亀山中学校 

 令和6年5月24日 関中学校 

 令和6年5月30日 中部中学校 

・５月に開催した学校説明会の報告のほか、中学生

議会のスケジュール、進行及び体制等について確

認した。（令和6年7月9日 第88回検討部会、令

和6年7月19日 第39回議会改革推進会議） 

・令和6年8月27日に開催する令和６年度亀山市中学

生議会の進行及び体制について確認した。 

（令和6年8月8日 第89回検討部会、令和6年8月20日 

第40回議会改革推進会議） 

・災害等の緊急時における中学生議会の開催につい

て協議。（令和6年8月26日 第90回検討部会、令

和6年8月27日 第91回検討部会） 

・令和6年8月27日午後1時30分から、亀山市議会議

場において、「令和6年度亀山市中学生議会」を

開催した。 
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現状分析 議論する内容 対応内容 

 
 
 
 
 
 
 

 ・令和６年度亀山市中学生議会のアンケート結果を

取りまとめ、その結果から総括を行うこととし、

総括の中で今後の子ども議会の実施について協議

することを確認した。 

（令和6年10月18日 第92回検討部会、令和6年10月

21日 第41回議会改革推進会議） 

・子ども議会を毎年開催とし、令和７年度は、令和

６年度と同じく、中学生議会として開催すること

について、議会改革推進会議で協議することを確

認した。（令和7年1月23日 第94回検討部会） 

・子ども議会を毎年開催とし、令和７年度は、令和

６年度と同じく、中学生議会として開催すること

について、議会改革推進会議で確認した。（令和

7年2月7日 第42回議会改革推進会議） 

・令和７年度中学生議会の開催について、議長から

校長会に依頼。（令和7年2月20日） 

・令和7年度亀山市中学生議会実施要領（案）につ

いて協議し、中学生議会に向けて、学校説明会等

のスケジュールについて確認した。また、議員推

薦書等の様式案について確認した。（令和7年5月

12日 第98回検討部会、令和7年5月19日 第43回

議会改革推進会議） 

・５月に開催した学校説明会の報告のほか、中学生

議員との発言通告書作成の関わり方について確認

した。（令和7年6月20日第99回検討部会、令和7

年6月23日 第44回議会改革推進会議） 

・令和7年8月26日午前10時から、亀山市議会議場に

おいて、「令和7年度亀山市中学生議会」を開催

し、交流会を実施した。 
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現状分析 議論する内容 対応内容 

  ・令和７年度亀山市中学生議会のアンケート結果を

取りまとめ、総括を行い、今後の子ども議会の実

施について協議し、令和８年度については、２回

実施した中での検証を行うこととし、次期任期に

向けて、対象や実施手法など子どもの意見表明の

場の在り方について改めて協議することとした。

（令和7年10月17日 第103回検討部会、令和7年

10月20日 第46回議会改革推進会議） 

・主権者教育を推進するため、議会改革推進会議の

下部組織として「主権者教育推進部会」を設置す

ることを確認し、関係例規の整備を行うこととし

た。（令和8年2月17日 第107回検討部会、令和8

年2月19日 第47回議会改革推進会議） 

 

 


